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１ 施設利用にあたって 

 

（１）対象施設について（Ｐ１１～１４） 
この手引きの対象施設は、市民センター、巣南公民館、社会体育施設、学校開放

体育施設です。（それ以外の公共施設の利用につきましてはお尋ねください。） 
 
 
（２）利用時間について（Ｐ１５） 

利用は、➀早朝（6：30～8：30）、➁午前（9:00～12:30）、③午後（13:00～17:00）、
④夜間（18:00～21:30）の時間帯で、各時間帯とも前半・後半に２分割して利用す
ることもできます。 
 なお、１２月２９日から翌年１月３日は休館（休場）日となります。 
 

（３）利用団体の登録申請について 
施設の利用は、原則５人以上の団体利用となります（個人利用のできる施設はテ

ニスコート・卓球場・弓道場があります）。施設を利用しようとする団体は、生涯
学習課（市民センター・巣南公民館）に利用団体登録申請書を提出してください。
なお、提出時に代表者の身分証明書の提示をお願いします。 
 
登録にあたっては、次の点に注意してください。 

 
① 利用団体は、成人の責任者を有し、次のいずれかとします。 
・１０人以上で構成される団体    … 構成員の３割以上が市内在住・在勤又

は在学者であるもの 
・５～９人で構成される団体     … ３分の２以上の成人が市内在住・在勤

又は在学者で構成されているもの 
※家族での登録は、団体ではありません。 

② 利用団体は、代表者や構成員など登録内容の変更があった場合、すみやかに届
け出てください。 

 
 
（４）利用手続きについて 

Ｐ３～７「３ 利用までの流れ」参照 
なお、各種様式は、生涯学習課・市民センター・巣南公民館の窓口にあります（市

のホームページからダウンロードすることもできます）。 
 

（５）使用料について(Ｐ１６～１８) 
利用の許可を受けたかたは、利用前に市民センター・巣南公民館の窓口にて使用

料を納付してください。なお、領収書の再発行はできません。 
 
（６）原状回復について 

利用者は、施設の利用後は、利用前の状態（原状回復）にしてください。 
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２ 施設予約システムについて 
 
（１）施設予約システム 
  施設予約システムは、施設の利用をより便利にするためのものです。 
  利用申請を市民センター・巣南公民館の窓口に限定せずに、インターネットから
も空き状況の確認や利用申請ができます。パソコンやスマートフォンをお持ちのか
たはぜひご活用ください。 

  施設予約システムを使用しないかたは、従来どおり市民センター・巣南公民館の
窓口で利用の申請ができますが、インターネット予約の利用を推奨しています。 

 
 
（２）対象施設 
  施設予約システムにて利用申請ができる施設は、市民センター・巣南公民館の窓

口で申請できる施設と同様です。 
 ※ただし、個人利用できる施設については、生津スポーツ広場テニスコート・中ふ
れあい広場テニスコートに限ります。 

 
 
（３）利用するには 
  施設予約システムを利用するには、施設予約システム利用者登録が必要です。 
  ※個人利用できる施設に限り、個人での利用登録ができます。 
 
     【利用者登録の要件】 

・団体にあっては、成人に達している代表者を有する団体 
・個人にあっては、１５歳以上（中学生は除く）の者 

 
 
（４）登録・利用方法 
  「瑞穂市公共施設予約システム利用者登録（変更）申請書」を市民センター、巣南

公民館又は生涯学習課の窓口に提出してください。 
                 ↓ 
  利用者登録手続き完了後、申請者宛に、施設予約システムを利用するための「利

用者番号」および「（仮）パスワード」を示した「瑞穂市公共施設予約システム利
用者登録決定通知書」を発行します。 

                 ↓ 
  初めて施設予約システムを利用される場合は、最初にパスワード設定を行います。

パスワード入力画面で「新しいパスワード」を設定してください。 
  （必ず新しいパスワードを設定してください。） 
                 ↓ 
  以降、「利用者番号」と「新しいパスワード」を使って施設予約システムをご利用

ください。 
 
（５）その他 
   施設予約システムを利用するための利用者登録は、１－（３） の利用団体の

登録申請とは別に必要となります。既に利用団体の登録をされているかたでも別
途施設予約システムの利用者登録申請をお願いします。 

  ※毎月１０日はシステムのメンテナンスのため申請入力等はできません。（空き状
況の閲覧は可能です。） 
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３ 利用までの流れ 

（１）申請から使用料納付まで 

① 団体登録 

 

施設を利用しようとする団体は、事前に｢利用団体登録申請

書｣を市民センター、または巣南公民館の窓口に提出してくだ

さい。 

 

 

② 利用申請方法 

 

１か月分まとめて、次のいずれかの方法で申請してください。 

 

１．施設予約システムでの申請 

・あらかじめ「施設予約システム」に利用者登録することによ

り、パソコンやスマートフォンから申請することができます。 

・申請は、利用月の前々月の１１日から前月の９日の間にイン

ターネットを利用して施設予約システムにより申請してくだ

さい。施設予約システムを利用するには、利用者登録が必要で

す。 

 

２．窓口での申請 

・利用希望施設の利用許可申請書に必要事項を記入してくだ

さい。（１ケ月分の利用日時が記入できます。） 

・申請書は、市民センター、巣南公民館の窓口に置いてありま

す。また、瑞穂市のホームページからダウンロードすることも

できます。 

・申請書は、利用月の前々月の１０日から前月の９日の間に市

民センター又は巣南公民館の窓口に提出してください。 

 

 

③ 利用調整 

 

・市民センター、巣南公民館の窓口で受付した申請書および施

設予約システムにて受付した申請は、利用調整を行います。 

 

 

④ 利用許可 

 

・利用調整後、➁１．施設予約システムで申請された団体には、

団体が指定したメールアドレス宛に、２．窓口で申請された団

体には郵送で、それぞれ利用決定の通知をさせていただきま

す。 
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⑤ 随時利用申請 

 

・利用月の前月１１日以後は、利用予定のない施設について、

先着順で随時申請の受付を行い、即時に許可を行います。 

 

 

⑥ 使用料の納付 

 

・使用料の納付は、利用前に市民センター、または巣南公民館

の窓口にてお支払いください。 

 

 

【利用申請から許可まで 「例 ８月に利用する場合」】    

期間 6/10～7/9 7/10 7/11～ 

 

施設利用申請受付期間 

施設予約システムによる利用

調整 

→利用決定通知 

利用のない施設につい

て先着順で受付（随時許

可） 

施設予約 

システム 

6/11 8:30 ～ 7/9 23:59 

(6/10 はメンテナンスの

ため利用できません) 

利用決定通知 

（メールにて

8:00 配信） 

7/10 はメン

テナンスのた

め利用できま

せん 

8:30～ 

窓口 8:30 ～ 21:00 

利用決定通知 

（メールもし

くは 10 日以

降郵送） 

7/10 はメン

テナンスのた

め利用できま

せん 

8:30 ～ 21:00 

 

（２）利用当日について 

①鍵と利用報告書の 

受け取り 

 

・利用時間の１５分前から受け取ることができます。 

  穂積地区の施設 → 市民センター窓口 

  巣南地区の施設 → 巣南公民館窓口 

 ※使用料が未納の場合は、お支払いの上受け取りください 

 ※個人利用の場合は、必ず登録された本人が受け取りに来てく

ださい 

 ※地区については、Ｐ１５～１８の表の一番左の欄を参照して

ください。 

 ※早朝の利用をされるかたは、事前に生涯学習課までご連絡く

ださい 

 

②利用 

 

・開錠して、施設の安全を確認の上ご利用ください 
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③利用後 

 

１．片付け、清掃 

２．利用報告書の記入 

３．消灯、施錠 

４．退出 

※全て利用時間内に終わらせてください 

※忘れ物のないようにお願いします 

 

 

④ 鍵の返却・利用報告

書の提出 

 

・受け取った窓口へ返却（提出）してください 

・夜間利用のかたは、清掃・施錠等を終えて２１：４５ま

でに返却厳守 

 

 

（３）備品の貸出しについて 

市民センター、巣南公民館に貸出し用の備品があります。利用の際に必要なもの

がありましたら、各窓口にお尋ねください。 

 

（４）施設利用の取り消しについて 

 施設の利用許可を取り消す場合は、利用日前日までに「利用取消届出書兼使用料

還付申請書」を市民センター又は巣南公民館の窓口へすみやかに提出してくださ

い。（施設予約システムでの取消しは、使用料が未納の場合に限り、利用日の１０

日前まで可能です。） 

ただし、大雨や雪等の天候不順や施設の故障等による取消しの場合は、利用日当

日の２１：３０までに利用取消届出書兼使用料還付申請書を市民センター（FAX：

３２７-０４７７)又は巣南公民館（FAX：３２２-６２７８)の窓口又はＦＡＸで提

出をお願いします（電話での受付は行いません）。 

  

（５）緊急時等の施設利用の制限について 

次の場合は、利用許可後であっても、公民館等の施設の利用ができなくなりま

すのであらかじめご了承ください。 
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・地震などによる大規模災害が発生した場合 

・気象警報が発令され防災対策が必要な場合 

・利用の安全性が確保できない場合（施設の破損、故障等） 

・選挙で使用する場合 

・緊急を要する修理・工事等を実施する場合 

・その他、教育委員会が必要と認める場合 

上記の場合、代表者のかたへ連絡させていただきます。 

 

（６）大会・イベント等での早期予約について 

各施設において、大会・イベント等で利用する場合は、利用予定日の６ヶ月前か

ら早期予約として生涯学習課で利用申請いただけます。その際は、資料（要項・チ

ラシ等）の提出をお願いします。また、広範囲に周知、ポスター、チラシ等が必要

な大会・イベント等および市の補助団体が主催する大会・イベント等については、

必要に応じて説明を求めることがあります。詳しくは、生涯学習課にお尋ねくださ

い。 

なお、早期予約で学校開放体育施設の利用を希望される場合は、事前に利用す

る学校で利用の許可を得てから申請してください。 

また、施設予約システムでの早期予約の利用申請はできません。必ず生涯学習課

で申請してください。 

  

（７）大会・イベント等の予備日について 

大会・イベント等を予定通りに実施できた場合には、当日中に予備日の予約を全

て取り消してください。取り消しをせずに、別の大会を実施したり、活動で利用し

たりしないでください。 

 

 

-6-



（８）家庭の日（第３日曜日）の施設利用の制限について 

岐阜県では、明るく豊かな家庭づくりや青少年の健全育成を図ることを目的と

して、毎月第３日曜日を「家庭の日」と定め、家族みんなが話し合い、楽しみ合い、

協力し合うことのできる環境づくりを図っています。 

「心豊かで明るい家庭づくり」の環境整備を推進するため、瑞穂市においては、

中学生以下の子どもが加入する団体等へは次の場合を除き、原則利用許可を行い

ません。 

    

・大人のみが加入する団体の利用 
・子どもが加入する団体だが、その日は大人のみで利用 

   ・子ども会行事としての利用 
   ・自治会や地域でのイベント等での利用 
   ・子どもを含むが、１家族のみの利用 

（テニスコート、卓球台の個人利用ができる施設のみ） 

   なお、家庭の日の施設利用の申請があった場合は、上記に該当するかどうかの確

認をさせていただきます。 

 

（９）令和５年度の工事計画について 

① ７月から、中小学校校舎の大規模改修工事を予定しています。工事期間中は一

部運動場・体育館の利用が制限されます。 

 

４ 施設の利用上の共通事項 

（１）市民センター・巣南公民館の窓口カウンター内への入室は、原則として禁止

します。 

 

（２）許可を受けた利用時間内で準備・活動・後片付けを行い、退出をしてくださ

い。時間の超過は認められません。 

 

（３）予約の際は、利用日時を確定のうえ、申込してください。いくつも申込み、

予約確定後に利用日時を決めて不要な予約を取り消されると、他の団体の予約

にも支障をきたします。判明した場合、ペナルティを課すことがあります。 

 

（４）各施設の敷地内は、屋内外を問わず全て禁煙・禁酒です。 
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（５）ごみ（飲食後の容器・会議資料等）は、利用者が持ち帰ってください。ごみ

が捨てられていた場合、施設の貸出を中止することがあります。 

 

（６）施設にて営利を伴う事業を行うことは、社会教育法および関係条例により許

可できません。入場料等（参加費・資料代を含む）を徴収する事業や物販を伴

う事業を行いたい場合は、営利を伴わないことを確認する必要がありますの

で、利用申請書提出前に生涯学習課と協議してください。 

 

（７）団体登録された団体は、市民センター又は巣南公民館の印刷機・コピー機を

ご利用いただけます（有料）。利用される場合は、窓口に申し出てください。 

 

    印刷機の利用…１原稿１０枚以上使用の場合 

           （１０枚未満の場合は、コピー機を利用してください） 

用紙持参の場合 １面１円、両面２円 

持参以外の場合 １面２円、両面３円 

    コピー機の利用…１枚１０円 

 

（８）市民センター及び巣南公民館での取扱時間は次のとおりです。 

・申請書（利用、団体登録） ８：３０～２１：００ 

 ・施設使用料納付      ８：３０～２１：００ 

 ・印刷、コピー       ８：３０～２１：００ 

 

（９）ひとつの施設を複数の団体が利用されている場合は、互いに話し合い最終利

用者が鍵を返却してください。 

 

（10）施設、備品の破損・異常に気がついた場合は、利用報告書に記載してくださ

い。施設、備品を破損させた場合は、原則として利用団体に弁償していただき

ます。 

 

（11）自動車や自転車等は、決められた場所に置いてください。 

・市民センターの駐車場は大変狭いため、混雑時は市役所駐車場をご利用く

ださい。 

・生津スポーツ広場においては、グラウンド利用者は北側駐車場を、テニス

コート利用者は南側駐車場の利用をお願いします。 

 

（12）施設等においての注意事項等を守らない場合や使用料の未納がある場合は、

すでに許可通知書を発行している場合でも利用をお断りする場合があります。 

 

（13）不特定多数の参加者（団体登録をしていない者）による活動はおやめくださ

い。また、団体登録されているメンバーに変更があった場合は、すみやかに団

体登録変更届をご提出ください。 
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５ 公民館施設の利用上の注意事項 

 

（１）巣南公民館は全館土足禁止です。玄関で備え付けのスリッパや上履きに履き

替えてご利用ください。靴は各自下駄箱に収納してください。また、施設内で

は、床を傷める危険性のある行為はしないでください。 

 

（２）調理室を利用した際は、ガスの元栓を『止』にし、消火を必ず確認してくだ

さい。また、ガス使用中は、コンロに必ず１人ついていてください。 

 

（３）調理室でホットプレートを使用する場合、窓口に申し出てください。 

 

 

６ 社会体育施設の利用上の注意事項 

 

（１）路上や他の施設の駐車場又は堤防上には絶対に駐車しないでください（穂積

グラウンド・糸貫川運動公園・糸貫川グラウンド等）。また、許可を受けていな

い施設に自動車等を駐車したまま、他の場所へ出かけないでください。 

 

（２）屋内施設のフロアにラインテープ等を貼ることは、はがす際に床面を傷つけ

ますので、止めてください。 

 

（３）同日同時間区分における利用申請は、原則１つの施設のみとなります。 

 

（４）生津スポーツ広場テニスコートの団体利用の場合は３コート、個人利用の場

合は１コートとなります。ただし、当日に予約の空きがある場合は、申請しご

利用いただくことも可能です（当日予約に関しては、上限はありません）。 

 

（５）サッカー・フットサルを屋内で利用できる施設は、市民センター球技場のみ

です（その際は、ネットを必ず張ってください）。 

 

 

７ 学校開放体育施設の利用上の注意事項 

 学校開放体育施設は、授業や部活動をはじめとした学校活動に支障のない時間帯を

開放するものです。そのため、児童生徒の教育的視点から他の体育施設より利用方法

が厳しくなっております。ルールを守っていただけない団体については、利用取消等

の対応を行いますので、ご理解いただきますようお願いします。 

 

（１）防犯上の理由から利用終了後はすみやかに施設（駐車場を含む）から退出し

てください（特に夜間）。その際、施設の全てのドア・窓等の施錠と駐車場等

門扉の閉鎖を確実に行ってください。 

 

 

-9-



 

（２）中学校の剣道場および柔道場は、裸足でご利用願います。靴等を履く場合は、

別の施設をご利用ください。 

 

（３）屋内施設のフロアにラインテープ等を貼ることは、はがす際に床面を傷つけ

ますので、止めてください。 

 

（４）自動車や自転車は指定された場所に駐車してください。ご利用時間によって

は生徒の下校時間と重なる場合がありますので、十分注意して駐車してくださ

い。 

 

（５）ステージや器具庫内で遊ぶことは大変危険ですのでお止めください。また、

社会体育で使用するもの以外の学校備品は、利用しないでください。利用後は

必ず元の場所に整理整頓をして戻してください。 

 

（６）屋内体育施設は複数のかたが利用されますので、使用中も整理整頓に心がけ

てください。また、靴、タオル等の私物は必ず持ち帰ってください。 

 

（７）スパイクを履くなど、芝生を傷める行為はできません。 

 

 

８ 使用料の還付について 

（１）使用料の還付 

施設の利用を取り消されたとき、既に使用料をお支払いの場合は、以下の条件に

当てはまるものは口座振込にてお返しします。 
 

（２）還付ができる場合 

・利用日前日（天候不順の場合は当日）までに取消申請を完了した場合 

・天候気象警報等で利用できなかった場合 

・利用者の責めに帰すことができない場合 
 

（３）申請方法 

 利用しなかった日の翌月末までに、「施設利用取消届出書兼使用料還付申請書」

を市民センター又は巣南公民館窓口に提出してください。 

※代表者と口座名義人が異なる場合は、別途「委任状」が必要となります。 

※還付先情報を登録する場合は、「口座振込依頼書兼債権者登録（変更）票」を提

出してください。
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９
 
公

民
館

施
設

一
覧
 

地
区
 

施
設
名
 

面
積
(
㎡
)
 

主
な
設

備
 

主
な
用

途
 

備
考
 

穂
積
 

市
民
セ
ン
タ
ー
 

（
穂
積
公
民
館
）
 

大
ホ

ー
ル
 

5
6
6
.
2
3 

ス
テ

ー
ジ

・
照

明
・

音
響
 

固
定

椅
子

 
1
4
7
席
 

パ
イ

プ
椅

子
 

3
00

脚
 

講
演
・
音
楽
・
ダ
ン

ス
・
諸

発
表
 

 

大
和

室
 

1
4
4
.
3
4 

畳
5
8
畳

・
座

卓
2
4
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁
 

 

第
1
会
議

室
 

5
2
.
5
9 

机
1
1
卓

・
椅

子
2
0
脚
 

会
議
 

 

第
2
会
議

室
 

9
8
.
3
3 

机
2
2
卓

・
椅

子
6
5
脚
 

会
議
 

 

第
3
会
議

室
 

5
3
.
0
9 

机
9
卓
・

椅
子

20
脚
 

会
議

・
創

作
 

 

第
4
会
議

室
 

6
6
.
9
6 

机
1
2
卓

・
椅

子
2
6
脚
 

会
議
 

 

第
1
修
養

室
 

5
0
.
3
1 

畳
2
1
畳

・
座

卓
2
0
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁

・
茶

道
 

 

第
2
修
養

室
 

5
0
.
7
3 

畳
2
1
畳

・
座

卓
5
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁
 

 

第
3
修
養

室
 

2
8
.
1
4 

畳
8
畳
・

座
卓

4
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁
 

 

調
理

室
 

1
0
2
.
4
2 

調
理
台

6
台
 

椅
子

50
脚
 

調
理

実
習
 

 

サ
ロ

ン
 

2
1
3
.
8
4 

 
作

品
展
示
 

展
示

は
団

体
の

み
利

用
可
 

巣
南
 

巣
南
公
民
館
 

多
目

的
ホ

ー
ル
 

3
4
3
.
0
6 

ス
テ

ー
ジ

・
音

響
 

パ
イ

プ
椅

子
 

3
65

脚
 

机
3
7
卓
 

講
演

・
軽

ス
ポ

ー
ツ

・
ダ

ン
ス

 
 

第
1
講
義

室
 

3
7
.
2
6 

机
1
0
卓

・
椅

子
2
0
脚
 

会
議

・
創

作
 

 

第
2
講
義

室
 

3
6
.
0
4 

机
1
0
卓

・
椅

子
2
5
脚
 

会
議

・
創

作
 

 

ふ
れ

あ
い

ホ
ー

ル
 

1
3
2
.
0
0 

机
1
7
卓

・
椅

子
9
4
脚
 

会
議

・
音

楽
・

ダ
ン

ス
 

 

第
1
研
修

室
 

5
9
.
6
2 

机
1
6
卓

・
椅

子
4
6
脚
 

会
議
 

 

第
2
研
修

室
 

3
4
.
7
8 

机
4
卓
・

椅
子

8
脚
 

会
議
 

現
在

は
使

用
不

可
 

和
室

研
修
室

1 
5
9
.
6
2 

畳
3
0
畳

・
座

卓
1
1
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁

・
茶

道
 

 

和
室

研
修
室

2 
3
9
.
7
4 

畳
1
7
.5

畳
・

座
卓

1
0
卓
 

舞
踊

・
将

棋
・

囲
碁
 

 

調
理

室
 

5
9
.
6
2 

調
理
台

6
台
 

椅
子

30
脚
 

調
理

実
習
 

 

ロ
ビ

ー
 

7
3
.
3
0
 

 
作

品
展
示
 

展
示

は
団

体
の

み
利

用
可
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1
0
 
社

会
体

育
施

設
一

覧
 

地
区
 

施
設
名
 

面
積
（

㎡
）
 

早
朝
 

夜
間
 

主
な

用
途
 

備
考
 

穂
積

 

市
民
セ
ン

タ
ー
 

（
瑞
穂
市

体
育
館
）
 

球
技
場
 

8
6
2
.
7
1
 

×
 

○
 

バ
レ

ー
ボ
ー
ル
 
2
面
 

バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

2
面
 

バ
ド

ミ
ン
ト
ン
 
4
面
 

フ
ッ

ト
サ
ル
 
1
面
 

 

柔
道
場
 

2
0
6
.
9
0
 

柔
道
・
合
気
武
道
 

 

剣
道
場
（
卓

球
場
）
 

2
7
3
.
3
7
 

剣
道
・
卓
球
・
銃
剣
道
・
空
手
 

 

サ
ー

キ
ッ

ト
ト
レ

ー
ニ
ン

グ
室
 

9
1
.
2
0
 

各
種

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
器
具
 

 

穂
積
グ
ラ

ウ
ン
ド
 

1
7
,
7
3
9
.
0
0
 

○
 

○
 

軟
式

野
球
 
2
面
 

（
北

面
の
み
硬
式
野
球
練
習
可
）
 

夜
間

は
南

面
の

み
利

用
可
 

穂
積
第

2
グ
ラ
ウ
ン
ド
 

5
,
3
0
5
.
0
0
 

○
 

×
 

サ
ッ
カ
ー
（
少
年
用

1
面
）
 

 

糸
貫
川
運

動
公
園
 

1
0
,
9
4
9
.
0
0
 

○
 

○
 

ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
 
1
面
 

軟
式

野
球
（
少
年
用

1
面
）
 

 

糸
貫
川
グ

ラ
ウ
ン
ド
 

8
,
4
8
4
.
2
0
 

○
 

×
 

サ
ッ

カ
ー
（
少
年
用

1
面
）
 

ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
 
1
面
 

 

五
六
川
グ

ラ
ウ
ン
ド
 

8
,
0
1
9
.
0
0
 

○
 

×
 

サ
ッ

カ
ー
（
少
年
用

1
面
）
 

ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
 
1
面
 

 

生
津
ス
ポ

ー
ツ
広
場
 

グ
ラ
ウ
ン
ド

 
2
0
,
3
6
1
.
5
0
 

○
 

×
 

サ
ッ

カ
ー
（
一
般
用

1
面
 
少
年
用

2
面
）
 

軟
式

野
球
（
一
般
用

1
面
 
少
年
用

2
面
）
 
 

テ
ニ
ス
コ
ー

ト
 

6
,
1
5
5
.
8
0
 

×
 

○
 

砂
入
り
人
工
芝
コ
ー
ト
 
8
面
 

 

弓
道
場
 

1
,
8
8
0
.
0
0
 

○
 

○
 

弓
道

（
6
人
立
）
 

早
朝

は
団

体
の

み
利

用
可
 

巣
南

 

巣
南
グ
ラ

ウ
ン
ド
 

6
,
0
0
0
.
0
0
 

○
 

○
 

サ
ッ
カ
ー
 
1
面
 

 

中
ふ
れ
あ

い
広
場
 

グ
ラ
ウ
ン
ド
 

1
0
,
2
9
0
.
0
0
 

○
 

×
 

ソ
フ

ト
ボ
ー
ル
 
1
面
 

軟
式

野
球
（
少
年
用

1
面
）
 

サ
ッ

カ
ー
 
1
面
 

 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
 

7
6
0
.
0
0
 

×
 

×
 

砂
入
り
人
工
芝
コ
ー
ト
 
1
面
 

 

西
ふ
れ
あ

い
広
場
 

グ
ラ
ウ
ン
ド
 

8
,
8
5
0
.
0
0
 

○
 

×
 

軟
式
野
球
（
少
年
用

1
面
）
 

 

 ※
 
そ

の
他
、
中

ふ
れ

あ
い

広
場
、
南
ふ

れ
あ

い
広

場
に

ス
ト
リ

ー
ト
バ

ス
ケ

ッ
ト

コ
ー

ト
が

各
1
面
、
南
ふ

れ
あ

い
広
場

に
ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

1
面

が
あ

り
、
9：

0
0
～
2
1：

3
0
の

間
は

自
由
に

利

用
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
(グ

ラ
ウ
ン

ド
・

駐
車

場
等

の
利

用
状
況

に
よ

り
ご

利
用

い
た

だ
け
な

い
場

合
が

あ
り

ま
す

。
) 
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1
1
 
学

校
開

放
体

育
施

設
一

覧
 

 

地
区
 

施
設
名
 

面
積
(
㎡
)
 

早
朝
 

夜
間
 

利
用
可

能
種
目

（
例

）
 

備
考
 

穂
積
 

穂
積

中
学

校
 

運
動

場
 

1
1
,8
1
5
.
0 

○
 

×
 

サ
ッ

カ
ー

 
１

面
 

軟
式

野
球

 
１

面
 

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル
 

１
面
 

  

ア
リ

ー
ナ
 

1
,
09
9
.
9 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

4
面
 

ミ
ニ

テ
ニ

ス
 

4
面
 

 

柔
剣

道
場
 

6
7
2.
7 

○
 

○
 

柔
道
･
空
手

･合
気

武
道

･剣
道
 

（
裸

足
で

利
用
す

る
こ
と

）
 

 

卓
球

場
 

3
7
8.
0 

○
 

○
 

卓
球
 

 

穂
積

北
中

学
校
 

運
動

場
 

2
2
,9
5
6
.
0 

○
 

○
 

軟
式

野
球

 
1
面
 

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル
 

1
面
 

サ
ッ

カ
ー

 
1
面
 

 

ア
リ

ー
ナ
 

9
7
7.
9 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

4
面
 

 

柔
剣

道
場
 

6
0
3.
1 

○
 

○
 

柔
道
･
空
手

･合
気

武
道

･剣
道
 

（
裸

足
で

利
用
す

る
こ
と

）
 

 

穂
積

小
学

校
 

運
動

場
 

7
,
43
9
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年
用

1
面
) 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

9
2
0.
2 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

3
面
 

 

本
田

小
学

校
 

運
動

場
 

6
,
00
1
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年
用

1
面
) 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

7
2
0.
0 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

3
面
 

 

牛
牧

小
学

校
 

運
動

場
 

6
,
30
0
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

7
2
0.
0 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

3
面
 

 

生
津

小
学

校
 

運
動

場
 

1
0
,8
4
4
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年
用

1
面
) 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

5
5
6.
5 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

2
面
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地
区
 

施
設
名

 
面

積
(
㎡
)
 

早
朝
 

夜
間
 

利
用
可

能
種
目

（
例

）
 

備
考
 

巣
南
 

巣
南

中
学

校
 

運
動

場
 

1
2
,8
5
9
.
0 

○
 

○
 

軟
式

野
球

 
1
面
 

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル
 

1
面
 

サ
ッ

カ
ー

 
1
面
 

 

ア
リ

ー
ナ
 

1
,
26
0
.
0 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

3
面
 

バ
ス

ケ
ッ

ト
ボ
ー

ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

4
面
 

 

柔
剣

道
場
 

5
6
5.
5 

○
 

○
 

柔
道
･
空
手

･合
気

武
道

･剣
道
 

（
裸

足
で

利
用
す

る
こ
と

）
 

 

卓
球

場
 

3
2
4.
0 

○
 

○
 

卓
球
 

 

西
小

学
校
 

運
動

場
 

5
,
69
2
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年

・
練

習
用

) 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

6
4
8.
0 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

2
面
 

 

中
小

学
校
 

運
動

場
 

4
,
05
3
.
0 

○
 

×
 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

令
和

5
年

6
月
～

1
0
月
 

工
事

に
よ

り
使
用

不
可
 

ア
リ

ー
ナ
 

6
4
8.
0 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

3
面
 

令
和

5
年

7
月
～

8
月
 

工
事

に
よ

り
使
用

不
可
 

南
小

学
校
 

運
動

場
 

6
,
78
1
.
0 

○
 

×
 

軟
式

野
球

(少
年
用

1
面
) 

サ
ッ

カ
ー

(少
年
用

1
面
) 

 

ア
リ

ー
ナ
 

5
6
7.
5 

○
 

○
 

バ
レ

ー
ボ

ー
ル
 

2
面
 

バ
ド

ミ
ン

ト
ン
 

2
面
 

 

 
 

-14-



12 公民館・社会体育施設･学校開放体育施設利用時間一覧 
 
 
 
公民館 

早朝 
６：３０ 
～ 
８：３０ 

午前 
９：００ 
～ 
１２：３０ 

午後 
１３：００～ 
１７：００ 

夜間 
１８：００～ 
２１：３０ 

市民センター（穂積公民館） × ○ ○ ○ 
巣南公民館 × ○ ○ ○ 

社会体育施設 
 
 

   

市民センター（市体育館） × ○ ○ ○ 
穂積グラウンド ○ ○ ○ ○(南面のみ) 
穂積第 2 グラウンド ○ ○ ○ × 
糸貫川運動公園 ○ ○ ○ ○ 
糸貫川グラウンド ○ ○ ○ × 
五六川グラウンド ○ ○ ○ × 
生津スポーツ広

場 
グラウンド ○ ○ ○ × 
テニスコート × ○ ○ ○ 

巣南グラウンド ○ ○ ○ ○ 
中ふれあい広場 グラウンド ○ ○ ○ × 
中ふれあい広場 テニスコート × ○ ○ × 
西ふれあい広場 グラウンド ○ ○ ○ × 
弓道場 ○(団体のみ) ○ ○ ○ 

学校開放体育施設 
 
 

   

穂積中学校 

運動場 ● ● ● × 
体育館 ● ● ● ○ 
柔道場 ● ● ● ○ 
剣道場 ● ● ● ○ 
卓球場 ● ● ● ○ 

穂積北中学校 

運動場 ● ● ● ○ 
体育館 ● ● ● ○ 
柔道場 ● ● ● ○ 
剣道場 ● ● ● ○ 

巣南中学校 

運動場 ● ● ● ○ 
体育館 ● ● ● ○ 
柔道場 ● ● ● ○ 
剣道場 ● ● ● ○ 
卓球場 ● ● ● ○ 
ミーティング室 ● ● ● ○ 

各小学校 
体育館 ● ● ● ○ 
ミーティング室(※) ● ● ● ○ 
運動場 ● ● ● × 

凡例：○→利用できます 
   ●→土曜日、日曜日、祝日のみ利用できます 

×→利用できません 
※小学校のミーティング室は、穂積・本田・牛牧小学校のみ利用できます。 
現在、穂積・本田小学校については放課後児童クラブで利用しています。ご利用を希望される際

は、事前にご相談ください。 
※全施設 12 月 29 日から翌年 1月 3日の期間は利用できません。 
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館名 部屋名
9:00
～

12:30

13:00
～

17：00

18：00
～

21：30
全日

8,300 8,300 9,900 26,500

4,100 4,100 5,000 13,200

5,000 5,000 6,000 16,000

1,700 1,700 2,000 5,400

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

400 400 600 1,400

1,700 1,700 1,700 5,100

8,300 8,300 9,900 26,500

4,100 4,100 5,000 13,200

5,000 5,000 6,000 16,000

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

4,100 4,100 5,000 13,200

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

900 900 1,000 2,800

1,700 1,700 1,700 5,100

＜備考＞

巣南公民館

調理室

多目的ホール(半面)

多目的ホール
(ステージ側半面)

第1講義室

第2講義室

ふれあいホール

第1研修室

第2研修室

和室研修室1

和室研修室2

多目的ホール(全面)

13　施設使用料金一覧

※公民館の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合に
おいて、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

【市民センター及び巣南公民館の料金表】

市民センター
（穂積公民館）

大ホール(全面)

大ホール(半面)

大ホール
(ステージ側半面)

大和室

第1会議室

第2会議室

第3会議室

第4会議室

第1修養室

第2修養室

第3修養室

調理室
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6：30
～

8：30

9:00
～

12：30

13：00
～

17：00

18：00
～

21：30
全日

球技場
(全面)

― 1,300 1,300 1,700 4,300

球技場
(半面)

― 700 700 900 2,300

柔道場 ― 700 700 900 2,300

剣道場
（卓球場）

― 700 700 900 2,300

卓球台
(1台）

― 250 250 250 ―

サーキット
トレーニング室

― ―

瑞穂市穂積グラウンド 半面 1,000 1,900 1,900 3,900 8,700

瑞穂市穂積第2グラウンド 1面 1,000 1,900 1,900 ― 4,800

瑞穂市糸貫川運動公園 1面 1,000 1,900 1,900 3,900 8,700

瑞穂市糸貫川グラウンド 全面 1,000 1,900 1,900 ― 4,800

瑞穂市五六川グラウンド 1面 1,000 1,900 1,900 ― 4,800

 グラウンド全面 2,100 4,300 4,300 ― 10,700

 グラウンド半面 1,100 2,100 2,100 ― 5,300

テニスコート1面
(休日)

― 1,400 1,400 3,400 6,200

テニスコート1面
(平日)

― 1,000 1,000 3,400 5,400

団体利用 1,000 1,000 1,000 1,300 4,300

個人利用 ― 120 120 120 ―

瑞穂市巣南グラウンド 1面 1,000 1,900 1,900 3,900 8,700

グラウンド1面 1,000 1,900 1,900 ― 4,800

テニスコート
(休日)

― 1,300 1,300 ― 2,600

テニスコート
(平日)

― 900 900 ― 1,800

瑞穂市西ふれあい広場 1面 1,000 1,900 1,900 ― 4,800

＜備考＞

瑞穂市弓道場

瑞穂市中ふれあい広場

瑞穂市生津スポーツ広場

【社会体育施設（グラウンド・テニスコート・弓道場）の料金表】

施設名

市民センター（瑞穂市体育
館）

1人1回　110

※市内在住者、在勤者又は在学者以外の方が次に掲げる体育施設を個人利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とす
る。
　（1）瑞穂市体育館の卓球台
　（2）瑞穂市体育館のサーキットトレーニング室
　（3）瑞穂市生津スポーツ広場のテニスコート
　（4）瑞穂市中ふれあい広場のテニスコート
　（5）瑞穂市弓道場
※体育施設の利用に当たっては、次に掲げるものを除き、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。こ
の場合において、使用料は、当該使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
　（1）瑞穂市体育館の卓球台
　（2）瑞穂市体育館のサーキットトレーニング室
　（3）瑞穂市弓道場の個人利用
※この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和２３年法律第１７８号)に規定する休日をい
い、「平日」とはそれ以外の日をいう。
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6：30
～

8：30

9：00
～

12：30

13：00
～

17：00

18：00
～

21：30
全日

400 700 700 ― 1,800

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 3,900 5,700

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 3,900 5,700

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

400 700 700 900 2,700

ミーティング室 1室 400 700 700 800 2,600

400 700 700 ― 1,800

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

ミーティング室 1室 400 700 700 800 2,600

400 700 700 ― 1,800

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

400 700 700 ― 1,800

全面 700 1,300 1,300 1,700 5,000

半面 400 700 700 900 2,700

ミーティング室 1室 400 700 700 800 2,600

400 700 700 ― 1,800

体育館 400 700 700 900 2,700

400 700 700 ― 1,800

体育館 400 700 700 900 2,700

400 700 700 ― 1,800

体育館 400 700 700 900 2,700

400 700 700 ― 1,800

体育館 400 700 700 900 2,700

＜備考＞

【学校開放体育施設関係の料金表】

施設名

穂積中学校

運動場

体育館 柔道場

アリーナ

剣道場

卓球場

運動場

体育館
アリーナ

穂積北中学校
アリーナ

体育館

巣南中学校

運動場

柔道場

剣道場

運動場

アリーナ

体育館
柔道場

剣道場

※開放施設の利用に当たっては、利用時間帯を2分の1に分割して利用することができるものとする。この場合において、使用料は、当該
使用料に100分の50を乗じて得た額とする。

中小学校
運動場

アリーナ

西小学校
運動場

アリーナ

アリーナ

牛牧小学校

本田小学校
体育館

卓球場

生津小学校
運動場

アリーナ

南小学校
運動場

運動場

体育館
アリーナ

運動場

アリーナ

穂積小学校
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